
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《青森県内でＰＣＢ廃棄物を保管し、又は 

ＰＣＢを含む電気工作物等を使用している 

事業者の皆様！》 

ＰＣＢ廃棄物等の処分期限が 

迫っています！！ 

高圧変圧器 安定器 高圧コンデンサー 

《例えば、こんな電気機器等を保管したり、使用したりしていませんか？》 

特に、高濃度ＰＣＢ廃棄物等については、 

次の期限までに処分しなければなりません！ 

○変圧器・コンデンサー 

令和４年（2022 年）３月 31 日 

○安定器及び汚染物等 

令和５年（2023 年）３月 31 日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

用  途 製品例・使用場所 

絶 縁 油 

変 圧 器 用 ビル・病院・工場・鉄道車両・船舶等の変圧器 

コンデンサー用 

変電所等の電力用コンデンサー、蛍光灯の安定器・テレビ・電子レン

ジ等の家電用コンデンサー、直流用コンデンサー、蓄電用コンデンサ

ー、医療用Ｘ線装置用コンデンサー 

熱媒体 （ 加熱用 、 冷却用 ） 
各種化学工業・食品工業・合成樹脂工業等の諸工業における加熱と冷

却、船舶の燃料油予熱集中暖房、パネルヒーター 

潤 滑 油 高温用潤滑油、油圧オイル、真空ポンプ油、切削油、極圧添加剤 

可 塑 剤 

絶 縁 用 電線の被覆・絶縁テープ 

燃 焼 用 ポリエステル樹脂、ポリエチレン樹脂 

そ の 他 ニス、ワックス・アスファルトに混合 

感圧複写紙、塗料・印刷インキ 
ノンカーボン紙（溶媒）、電子式複写紙 

印刷インキ、難燃性塗料、耐食性塗料、耐薬品性塗料、耐水性塗料 

そ の 他 
紙等のコーティング、自動車のシーラント、建築用シーリング材 

陶器ガラス器の彩色、農薬の効力延長剤 

(1) ＰＣＢの用途 

ＰＣＢはPoly Chlorinated Biphenyl（ポリ塩化ビフェニル）の略称で、ポリ塩化ビフェニ

ル化合物の総称のことです。 

ＰＣＢは、絶縁性、不燃性などの特性から電気機器用の絶縁油、各種工業における加

熱並びに冷却用の熱媒体及び感圧複写紙など、幅広い用途に使用されていましたが、昭

和43年のカネミ油症事件をきっかけにその毒性が社会問題化し、昭和47年以降は、製造

や新たな使用が禁止されました。 

【参考】ＰＣＢの毒性 

ＰＣＢは脂肪に溶けやすいという性質から、徐々に体内に蓄積し、様々な症状を引き起こすこと

が報告されています。一般的にＰＣＢの中毒症状として、目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着、塩素

ニキビや爪の変形などが報告されています。 

(2) ＰＣＢ廃棄物の分類 

ＰＣＢ廃棄物は、ＰＣＢ濃度により高濃度ＰＣＢ廃棄物と低濃度ＰＣＢ廃棄物に分類

されます。本県で保管されている高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理は、中間貯蔵・環境安全事

業株式会社（ＪＥＳＣＯ
ジ ェ ス コ

）の北海道処理施設（室蘭市）で行うこととなります。 

一方、低濃度ＰＣＢ廃棄物の処理は、環境大臣が認定する無害化処理認定施設又は都

道府県知事等が許可する施設で行っています。 

高濃度ＰＣＢ廃棄物 

低濃度ＰＣＢ廃棄物 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社

（ＪＥＳＣＯ） 

無害化処理認定施設、 

都道府県知事等許可施設 

ＰＣＢ 

廃棄物 

処理 

処理 

ＰＣＢってなに？ １ 
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(3) 高濃度ＰＣＢ廃棄物 

ＰＣＢが使用された代表的な電気機器等には、高圧変圧器や高圧コンデンサー、安定

器があります。変圧器（トランス）とは、ある交流の電圧をそれより高いか、又は低い

電圧に変える装置であり、コンデンサーとは、電気を一時的に蓄える、電圧を調整する、

位相を変化させるといった効果を持つ装置です。 

 

(4) 低濃度ＰＣＢ廃棄物 

ＰＣＢ濃度が0.5mg/kgを超え5,000mg/kg以下のＰＣＢ含有廃棄物（可燃性のＰＣＢ汚

染物等を除く）及び微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等（ＰＣＢを使用していないとする電気機

器等であって、数ppmから数十ppm程度のＰＣＢに汚染された絶縁油を含むもの）について

は、低濃度ＰＣＢ廃棄物として適正に処理する必要があります。 

橋梁等の塗膜、感圧複写紙、汚泥をはじめとする可燃性のＰＣＢ汚染物等については、

ＰＣＢ濃度が0.5mg/kgを超え100,000mg/kg以下のものが低濃度ＰＣＢ廃棄物となりま

す。 
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(1) 変圧器・コンデンサー等の場合 

 ア 高濃度ＰＣＢかどうかの判定方法 

   昭和28年（1953年）から昭和47年（1972年）に国内で製造された変圧器・コンデ

ンサーには、絶縁油にＰＣＢが使用されたものがあります。 

   高濃度のＰＣＢを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板

を確認することで判別できます。詳細は各メーカーに問い合わせるか、（一社）日本

電機工業会のホームページを参照してください。 

○（一社）日本電機工業会 https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/ 

 

イ 低濃度ＰＣＢかどうかの判定方法 

これまでの知見から、次のことがわかっています。 

〇 国内メーカーが平成２年（1990 年）頃までに製造した電気機器には、ＰＣＢ

汚染の可能性がある。 

〇 絶縁油の入替ができないコンデンサーでは、平成３年（1991 年）以降に製造

されたものはＰＣＢ汚染の可能性はない。 

〇 変圧器のように、絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、

平成６年（1994 年）以降に出荷された機器であって、絶縁油の入替や絶縁油に係る

メンテナンスが行われていないことが確認できれば、ＰＣＢ汚染の可能性はない。 

したがって、まず電気機器に取り付けられた銘板に記載された製造年とメンテナン

スの実施履歴等を確認することでＰＣＢ汚染の可能性を確認し、さらに上記の製造年

よりも前に製造された電気機器については、実際に電気機器から絶縁油を採取してＰ

ＣＢ濃度を測定してＰＣＢ汚染の有無を判別します。ただし、コンデンサーのような

封じ切りの機器では、使用中のものを絶縁油の採取のために穴を開けると使用できな

くなりますのでご注意ください。 

機器の銘板を

確認 

・メーカー 

・型式 

・製造年月日等 

メーカーに問い合

わせ 又は 

(一社)日本電機工

業会のＨＰを参照 

絶縁油を分析 

高濃度ＰＣＢ 
・PCB 濃度 5,000mg/kg 超 

・昭和 28 年から昭和 47 年

までの間に製造された機

器に高濃度 PCB が使用さ

れた可能性あり 

低濃度ＰＣＢ 

ＰＣＢ不含有 

・PCB 濃度 0.5mg/kg 以下 

銘板確認のために通電中の変圧器・コンデンサーに近づくと、感電するおそれがありますの

で大変危険です！ 確認の際は、必ず電気主任技術者に依頼してください。 

・PCB 濃度 0.5mg/kg超 ～ 

 5,000mg/kg以下 

ＰＣＢが含まれているかを判別する方法は？ ２ 
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(2) 安定器の場合 

 製造から 40 年以上が経過したＰＣＢ使用安定器は、劣化して破裂し、ＰＣＢが漏えい

する事故が発生しています。 

 漏えいしたＰＣＢが人体にかかる危険性がありますので、速やかに、昭和 52（1977 年）

３月までに建築・改修された建物において古い安定器が使用されていないかを確認し、見

つかった場合は、取り外して交換してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＰＣＢ使用安定器かどうかの判定方法】 

昭和32年（1957年）１月から昭和47年（1972年）８月までに国内で製造された照明器具

（一般家庭用の蛍光灯等を除く。）の安定器には、ＰＣＢが使用されたものがあります。 

ＰＣＢを含有する安定器は、安定器に添付された銘板に記載されているメーカーや、型式・

種別、性能（力率）、製造年月日等の情報から判別することができますので、詳細については、

各メーカーに問い合わせるか、（一社）日本照明工業会のホームページを参照してください。 

○（一社）日本照明工業会 https://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm 

(3) 汚染物等の場合 

  ＰＣＢが付着したり、染みこんだりしている汚染物等は、ＰＣＢの濃度を測定するこ

とで、特別管理産業廃棄物であるＰＣＢ汚染物に該当するかどうかを判断します。 

測定の結果、「ＰＣＢ汚染物等の該当性判断基準」に示される基準を満たす場合、ＰＣ

Ｂ汚染物等には該当せず、産業廃棄物に分類されます。 

汚染物等のＰＣＢ濃度の測定方法については、環境省から「低濃度ＰＣＢ含有廃棄物に

関する測定方法（第４版）」が示されています。 

安定器 

銘 板 

※昭和 47 年９月でＰＣＢ使用安定器は製造を

中止しましたが、製造中止後１～２年の 間

は判別のために、「ＮＯ ＰＣＢ」又は「ＰＣ

Ｂは使用していません」という記載を 銘板

に表示していた例もありました。 
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高濃度ＰＣＢ廃棄物は、地域ごとに決められた処分期間内に、必ず処分しなければなり

ません。また、使用中の変圧器・コンデンサー及び安定器等についても、処分期間内に使

用を終え、処分する必要があります。 

ＰＣＢ廃棄物等を青森県内で保管し、又は使用している場合、 

○変圧器・コンデンサーは、令和４年（2022 年）３月 31 日まで 

○安定器及び汚染物等は、令和５年（2023 年）３月 31 日まで 

に、それぞれ処分する必要があります。 

(1) 高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分施設 

 高濃度ＰＣＢ廃棄物については、ＪＥＳＣＯで処分しており、青森県内で保管している

ものは、ＪＥＳＣＯの北海道処理施設（室蘭市）で処分することになります。 

 高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分をＪＥＳＣＯに委託する場合は、あらかじめＪＥＳＣＯに登

録を行う必要があります。 

 詳しくは、ＪＥＳＣＯ登録担当（０３-５７６５-１９３５）までお問い合わせください。 

(2) 中小企業者等の処分費用負担軽減措置について 

 一定の条件を満たす中小企業者等（会社、個人事業主、中小企業団体等、個人）が高濃

度ＰＣＢ廃棄物を処分する場合、その料金が軽減される措置があり、中小企業者（会社、

個人事業主、中小企業団体等）及び法人（会社、中小企業団体を除く。）は 70%、個人は

95%が軽減されます。 

 申込みはＪＥＳＣＯを通じて行うこととされておりますので、詳しくは、ＪＥＳＣＯ中

小軽減担当（０１２０-８０８-５３４）にお問い合わせください。 

ＰＣＢ廃棄物は、廃棄物処理法における特別管理産業廃棄物に該当します。このため、特

別管理産業廃棄物管理責任者を設置する必要があるほか、同法に定められている「特別管理

産業廃棄物保管基準」に従って保管する必要があります。 

(3) 日本政策金融公庫による貸付制度（ＰＣＢ廃棄物処分関連）について 

 日本政策金融公庫では、ＰＣＢ廃棄物を自ら処分し、又は処分を委託する方を対象に、

ＰＣＢ廃棄物を自ら処分又は処分を委託するために必要な長期運転資金を貸し付けする

制度を設けております。 

  詳しくは、以下のホームページを参照してください。 

   〇日本政策金融公庫（ＰＣＢ廃棄物処分関連貸付制度） 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/15_kankyoutaisaku_t.html 

高濃度ＰＣＢ廃棄物は、いつまでに、どこで処分するの？ ３ 

処分までの間、どのように保管しておく必要があるの？ ４ 
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処分期間を過ぎても処分を行わない場合、環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者に

対し、期限を定めて、当該保管事業者が保管する高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分等を行うよう

命ずることができます（改善命令）。 

改善命令に違反した場合、当該保管事業者は、３年以下の懲役若しくは１，０００万円

以下の罰金（又はその両方）に処せられます。 

特別管理産業廃棄物保管基準（ＰＣＢ廃棄物関係） 

 １ 周囲に囲いを設置すること。 

 ２ 見やすい箇所に次の事項を記載した掲示板（縦×横 各60ｃｍ以上）を設置すること。 

   ○特別管理産業廃棄物の保管場所である旨 

   ○保管する廃棄物の種類 

   ○保管場所の管理者の氏名又は名称・連絡先 

 ３ 飛散、流出、地下浸透、悪臭飛散を防止するために必要な措置を講ずること。 

 ４ 他の物が混入しないように仕切りを設けるなど必要な措置を講ずること。 

 ５ 容器に入れ密封するなど揮発防止のために必要な措置を講ずること。 

 ６ 高温にさらされないために必要な措置を講ずること。 

 ７ 腐食を防止するために必要な措置を講ずること。 

期間内に処分しなければどうなるの？ ５ 
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 低濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期間は、令和９年（2027 年）３月 31 日までとされています。 

低濃度ＰＣＢ廃棄物の処分は、ＪＥＳＣＯではなく、民間の処理事業者（環境大臣が個

別に認定する無害化処理認定事業者と、都道府県市の長からＰＣＢ廃棄物に係る特別管理

産業廃棄物の処分業許可を得た事業者）が行うこととされています。 

低濃度ＰＣＢ含有廃棄物等が見つかったら、民間の処理事業者に委託して処分してください。 

なお、無害化処理事業者の連絡先等は、次の環境省ホームページに掲載されています。 

○https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html 

ＰＣＢ全般 

高濃度ＰＣＢの処理 

電気関係報告規則の届出 

ＰＣＢ特別措置法の届出 

このパンフレットの内容に関する問い合わせ先 

青森県環境生活部環境保全課ＰＣＢ廃棄物処理対策グループ 

〒030-8570 青森県青森市長島一丁目１－１ 

TEL：017-734-9584  FAX：017-734-8081 

〇青森県 

東青地域県民局環境管理部  TEL:017-734-9185 

【東津軽郡、上北郡（野辺地町、横浜町、六ヶ所村）】 

中南地域県民局環境管理部  TEL:0172-31-1900 

  【弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、 

西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡】 

三八地域県民局環境管理部  TEL:0178-27-5111 

  【十和田市、三沢市、三戸郡、上北郡（七戸町、 

六戸町、東北町、おいらせ町）】 

下北地域県民局環境管理部  TEL:0175-33-1900 

  【むつ市、下北郡】 

〇青森市環境部廃棄物対策課  TEL:017-718-1086 

〇八戸市環境部環境保全課   TEL:0178-51-6195 

〇青森県環境生活部環境保全課 TEL:017-734-9584 

〇青森市環境部廃棄物対策課  TEL:017-718-1086 

〇八戸市環境部環境保全課   TEL:0178-51-6195 

○中間貯蔵・環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ） 

北海道ＰＣＢ処理事業所 営業課 

TEL:03-5765-1197 

〇関東東北産業保安監督部 

東北支部電力安全課      TEL:022-221-4947 

電気事業法〈電気関係報告規則〉に基づき、関東東北産業保安監督部にＰＣＢ含有電気

工作物の設置等届出を行う必要があります。また、新たに判明した電気工作物が高濃度Ｐ

ＣＢ使用電気工作物であった場合には、年度末における廃止予定の年月等の管理状況につ

いて、関東東北産業保安監督部に毎年度届出を行うとともに、その電気工作物を設置場所

ごとに決められた処分期間内に廃止し、ＰＣＢ含有電気工作物の廃止の届出を行う必要が

あります。 

一方、新たに判明した電気工作物が低濃度ＰＣＢ含有電気工作物であった場合は、課電

自然循環洗浄を行うことで使用を継続できる場合があります。それ以外の場合には、低濃

度ＰＣＢ廃棄物の処分期間内に、使用を終えて処分する必要があります。 

低濃度ＰＣＢ廃棄物はどうやって処分すればいいの？ ６ 

低濃度ＰＣＢ廃棄物はどうやって処分すればいいの？ ７ 

問い合わせ先は？ 8 
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